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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外周側壁と、外周側壁の内側に配設され、一方の底面から他方の底面まで貫通して流路
を形成する複数のセルを区画形成する隔壁とを有する柱状のハニカム構造部、
　ハニカム構造部の中心軸を挟んで、外周側壁の外面上にセルの流路方向に帯状に延設さ
れた一対の電極部、及び、
　外周側壁の外面上にセルの流路方向に延びた開口を有する一本以上のスリット、
を備えた導電性ハニカム構造体であって、
　セルの流路方向に直交する断面において、外周側壁の平均厚みをＴ1とし、各スリット
の内面に隣接する複数のセルをそれぞれ１番目のセルとして、各スリットの内面から近い
順に１番目から３番目までのセルを区画形成する隔壁部分の厚みをＴ2とすると、１．８
≦Ｔ1／Ｔ2≦３．０の関係式が常に成立する導電性ハニカム構造体。
【請求項２】
　１．８≦Ｔ1／Ｔ2≦２．８の関係式が常に成立する請求項１に記載の導電性ハニカム構
造体。
【請求項３】
　１．８≦Ｔ1／Ｔ2≦２．５の関係式が常に成立する請求項１に記載の導電性ハニカム構
造体。
【請求項４】
　０．１ｍｍ≦Ｔ1≦０．５ｍｍである請求項１～３の何れか一項に記載の導電性ハニカ
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ム構造体。
【請求項５】
　０．１ｍｍ≦Ｔ2≦０．３ｍｍである請求項１～４の何れか一項に記載の導電性ハニカ
ム構造体。
【請求項６】
　セルの流路方向に直交する断面において、各スリットの内面に隣接する複数のセルをそ
れぞれ１番目のセルとして、何れのスリットの内面から数えても１０番目より遠くにある
セルを区画形成する隔壁部分の厚みをＴ3とすると、Ｔ2＞Ｔ3の関係式が常に成立する請
求項１～５の何れか一項に記載の導電性ハニカム構造体。
【請求項７】
　０．０８ｍｍ≦Ｔ3≦０．３ｍｍである請求項６に記載の導電性ハニカム構造体。
【請求項８】
　１．０≦Ｔ1／Ｔ3≦２．５の関係式が常に成立する請求項６又は７に記載のハニカム構
造体。
【請求項９】
　セルの流路方向に直交する断面において、中心から外周側壁の外面に向かって、中心か
ら外周側壁の外面までの長さの１０％の位置までの領域を中央部とし、且つ、外周側壁の
外面から中心に向かって、外周側壁の外面から中心までの長さの１０％の位置までの領域
を外周部としたときに、中央部の開口率が、外周部の開口率の０．７０～０．９５倍であ
る請求項１～８の何れか一項に記載の導電性ハニカム構造体。
【請求項１０】
　前記一本以上のスリットの内部空間の少なくとも一部は充填材によって満たされている
請求項１～９の何れか一項に記載の導電性ハニカム構造体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はハニカム構造体に関する。とりわけ、本発明は触媒担体であると共に電圧を印
加することによりヒーターとしても機能することができるハニカム構造体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、コージェライトや炭化珪素を材料とするハニカム構造体に触媒を担持したものが
、自動車エンジンから排出された排ガス中の有害物質の処理に用いられている（例えば、
特許文献１を参照）。このようなハニカム構造体は、排ガスの流路となり一方の底面から
他方の底面まで延びる複数のセルを区画形成する隔壁を有する柱状のハニカム構造部を一
般に有する。
【０００３】
　ハニカム構造体に担持した触媒によって排ガスを処理する場合、触媒を所定の温度まで
昇温する必要があるが、エンジン始動時には、触媒温度が低いため、排ガスが十分に浄化
されないという問題が従来生じていた。
【０００４】
　そのため、特許文献２においては、触媒担体であると共に電圧を印加することによりヒ
ーターとしても機能し、電圧を印加したときの温度分布の偏りを抑制することができるハ
ニカム構造体が提案されている。具体的には、特許文献２においては、柱状のハニカム構
造体の側面に一対の電極部をハニカム構造部のセルの延びる方向に延びる帯状に配設し、
セルの延びる方向に直交する断面において、一対の電極部における一方の電極部を、一対
の電極部における他方の電極部に対して、ハニカム構造部の中心を挟んで反対側に配設す
ることで電圧を印加したときの温度分布の偏りを抑制している。
【０００５】
　また、特許文献２には、ハニカム構造体の耐熱衝撃性を高めるために、ハニカム構造体
の側面に開口するスリットを、セルの延びる方向に直交する断面において、一対の電極部



(3) JP 6830018 B2 2021.2.17

10

20

30

40

50

のそれぞれの中央部同士を結んだ直線と交差しないように１本以上形成することが提案さ
れている。
【０００６】
　ただし、特許文献２に記載の技術では柱状のハニカム構造部の側面に一対の電極が配設
されているため、通電時、ハニカム構造体の外周部から中央部に向けて発熱が進行する。
そのため、「中央部を、浄化性能を確保するために必要な温度まで昇温する」のに必要な
時間を、短くするという点で改良の余地があった。
【０００７】
　そこで、特許文献３においては、短時間で中央部まで、必要温度に昇温することができ
るようにするため、ハニカム構造体の中央部の開口率を外周部の開口率よりも小さくする
技術が提案されている。ハニカム構造体の中央部の開口率を外周部の開口率よりも小さく
することで、中央部の電気抵抗率が外周部の電気抵抗率より低くなるため、ハニカム構造
体に電圧を印加したときに中央部に多くの電流が流れ、中央部が従来よりも早く発熱する
ようになる。また、特許文献３には、中央部の開口率を外周部の開口率よりも小さくする
ために、中央部の隔壁の厚みを外周部の隔壁の厚みよりも厚くすることが好ましいことが
記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４１３６３１９号公報
【特許文献２】国際公開第２０１３／１４６９５５号
【特許文献３】国際公開第２０１５／１５１８２３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　特許文献２及び特許文献３の技術を組み合せることで、耐熱衝撃性及び通電性能が良い
ハニカム構造体を提供できる。しかしながら、ハニカム構造体の側面にスリットを設ける
と、冷熱サイクルの繰り返しによりスリットの最深部近傍を起点としてクラックが生じや
すいという問題があった。
【００１０】
　本発明は上記問題点を解決するためになされたものであり、側面に一対の電極部及び一
本以上のスリットを有する柱状のハニカム構造体において、耐熱衝撃性を高めることを課
題の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　スリットの最深部近傍を起点としてクラックが生じやすいのは当該部分に応力が発生す
ることが原因と考えられる。本発明者はスリットの最深部周辺に応力が発生する要因とし
て以下の二点が主な要因として挙げられることを見出した。
（１）スリット内面周辺の隔壁厚が薄いと、加熱時にスリット最深部周辺の隔壁がハニカ
ム構造体の外周側壁からの引張りを受け撓み易くなる。
（２）スリット内面周辺の隔壁厚に対する外周側壁の厚みの比が大きいと引張りも大きく
なる。
　そして、本発明者は外周部からの引張力を軽減するためには、スリット周辺の隔壁厚と
、外周部の厚みの比率を調整することが重要であることを見出した。本発明は斯かる知見
に基づいて完成したものであり、以下のように特定される。
【００１２】
　本発明は一側面において、
　外周側壁と、外周側壁の内側に配設され、一方の底面から他方の底面まで貫通して流路
を形成する複数のセルを区画形成する隔壁とを有する柱状のハニカム構造部、
　ハニカム構造部の中心軸を挟んで、外周側壁の外面上にセルの流路方向に帯状に延設さ
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れた一対の電極部、及び、
　外周側壁の外面上にセルの流路方向に延びた開口を有する一本以上のスリット、
を備えた導電性ハニカム構造体であって、
　セルの流路方向に直交する断面において、外周側壁の平均厚みをＴ1とし、各スリット
の内面に隣接する複数のセルをそれぞれ１番目のセルとして、各スリットの内面から近い
順に１番目から３番目までのセルを区画形成する隔壁部分の厚みをＴ2とすると、１．０
≦Ｔ1／Ｔ2≦３．０の関係式が常に成立する導電性ハニカム構造体である。
【００１３】
　本発明に係る導電性ハニカム構造体の一実施形態においては、１．５≦Ｔ1／Ｔ2≦２．
８の関係式が常に成立する。
【００１４】
　本発明に係る導電性ハニカム構造体の別の一実施形態においては、０．１ｍｍ≦Ｔ1≦
０．５ｍｍである。
【００１５】
　本発明に係る導電性ハニカム構造体の更に別の一実施形態においては、０．１ｍｍ≦Ｔ

2≦０．３ｍｍである。
【００１６】
　本発明に係る導電性ハニカム構造体の更に別の一実施形態においては、セルの流路方向
に直交する断面において、各スリットの内面に隣接する複数のセルをそれぞれ１番目のセ
ルとして、何れのスリットの内面から数えても１０番目より遠くにあるセルを区画形成す
る隔壁部分の厚みをＴ3とすると、Ｔ2＞Ｔ3の関係式が常に成立する。
【００１７】
　本発明に係る導電性ハニカム構造体の更に別の一実施形態においては、０．０８ｍｍ≦
Ｔ3≦０．３ｍｍである。
【００１８】
　本発明に係る導電性ハニカム構造体の更に別の一実施形態においては、１．０≦Ｔ1／
Ｔ3≦２．５の関係式が常に成立する。
【００１９】
　本発明に係る導電性ハニカム構造体の更に別の一実施形態においては、セルの流路方向
に直交する断面において、中心から外周側壁の外面に向かって、中心から外周側壁の外面
までの長さの１０％の位置までの領域を中央部とし、且つ、外周側壁の外面から中心に向
かって、外周側壁の外面から中心までの長さの１０％の位置までの領域を外周部としたと
きに、中央部の開口率が、外周部の開口率の０．７０～０．９５倍である。
【００２０】
　本発明に係る導電性ハニカム構造体の更に別の一実施形態においては、前記一本以上の
スリットの内部空間の少なくとも一部は充填材によって満たされている。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、側面に一対の電極部及び一本以上のスリットを有する柱状のハニカム
構造体において、熱衝撃によるスリット最深部近傍を起点としたクラックの発生を低減す
ることが可能となり、耐熱衝撃性を高めることが可能となる。よって、本発明に係るハニ
カム構造体を排ガス処理に使用する場合、排ガス通過時の熱衝撃によるクラック発生を防
止できることで、機械的な耐久性が向上するため、浄化性能の劣化が防止でき、ハニカム
構造体の使用寿命が延びるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明のハニカム構造体の一の実施形態を概略的に示す斜視図である。
【図２】本発明のハニカム構造体の一の実施形態の、セルの流路方向に直交する断面を概
略に示す図である。
【図３】本発明のハニカム構造体の一の実施形態の、セルの流路方向に平行な断面を概略
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的に示す図である。
【図４－１】本発明のハニカム構造体の一の実施形態の、セルの流路に直交する方向の断
面におけるセルの形状が正四角形の場合について、ハニカム構造部の部分構造を概略的に
例示している。
【図４－２】本発明のハニカム構造体の一の実施形態の、セルの流路に直交する方向の断
面におけるセルの形状が正六角形の場合について、ハニカム構造部の部分構造を概略的に
例示している。
【図５】本発明のハニカム構造体の一の実施形態の、セルの流路方向に直交する断面にお
ける電極部の位置関係を説明する図である。
【図６】本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を概略的に示す斜視図である。
【図７】本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を概略的に示す斜視図である。
【図８】本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を概略的に示す斜視図である。
【図９】本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を概略的に示す斜視図である。
【図１０】本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を概略的に示す斜視図である。
【図１１】本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を概略的に示す斜視図である。
【図１２】本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を概略的に示す斜視図である。
【図１３】本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を概略的に示す斜視図である。
【図１４】本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態を概略的に示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　次に本発明を実施するための形態を図面を参照しながら詳細に説明する。本発明は以下
の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、当業者の通常
の知識に基づいて、適宜設計の変更、改良等が加えられることが理解されるべきである。
【００２４】
（１）ハニカム構造体
　本発明のハニカム構造体１００は一実施形態において、図１～図３に示すように、柱状
のハニカム構造部４と、一対の電極部２１とを備える。柱状のハニカム構造部４は、外周
側壁３と、外周側壁３の内側に配設され、一方の底面である第一底面１１から他方の底面
である第二底面１２まで貫通して流路を形成する複数のセル２を区画形成する隔壁１とを
有する。隔壁１は多孔質とすることができる。複数のセル２の流路には、流体を流すこと
ができる。以下、ハニカム構造部４の第一底面１１及び第二底面１２を総称して、単に「
ハニカム構造部４の底面」ということがある。一対の電極部２１は、ハニカム構造部４の
中心軸を挟んで、ハニカム構造部４の外周側壁３の外面５にセルの流路方向に帯状に延設
されている。そして、外周側壁３の外面５上には、セル２の流路方向に延びた開口を有す
る一本以上のスリット６が形成されている。
【００２５】
　本実施形態のハニカム構造体１００のハニカム構造部４は、導電性を有する材料からな
り、一対の電極部２１間に電圧を印加すると通電してジュール熱により発熱することが可
能である。よって、ハニカム構造部４はヒーターとして好適に用いることができる。印加
する電圧は１２～９００Ｖが好ましく、６４～６００Ｖが更に好ましいが、印加する電圧
は適宜変更可能である。また、ハニカム構造部４に触媒を担持することにより、ハニカム
構造体１００を触媒体として使用することが可能である。
【００２６】
　本実施形態のハニカム構造体１００のアイソスタティック強度は、１ＭＰａ以上である
ことが好ましく、３ＭＰａ以上であることが更に好ましい。アイソスタティック強度は、
値が大きいほど好ましいが、ハニカム構造体１００の材質、構造等を考慮すると、６ＭＰ
ａ程度が上限となる。アイソスタティック強度が１ＭＰａ未満であると、ハニカム構造体
を触媒担体等として使用する際に、破損し易くなることがある。アイソスタティック強度
は水中にて静水圧をかけて測定した値である。
【００２７】
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（１－１　ハニカム構造部）
　本実施形態のハニカム構造体１００において、ハニカム構造部４は、セル２の流路方向
に直交する断面において、外周側壁３の平均厚みをＴ1とし、各スリット６の内面に隣接
する複数のセル２をそれぞれ１番目のセルとして、各スリット６の内面から近い順に１番
目から３番目までのセル２を区画形成する隔壁部分（以下、「スリット内面付近の隔壁」
ということがある。）の厚みをＴ2とすると、１．０≦Ｔ1／Ｔ2≦３．０の関係式が常に
成立する。すなわち、各スリット６の内面から近い順に１番目から３番目までのセル２を
区画形成する隔壁はハニカム構造部４の中に複数存在するが、これらの隔壁のすべてが、
上記関係式を満たす。
【００２８】
　図４－１には、セルへの順番の付け方を例示するために、セルの流路方向に直交する断
面におけるセル２の形状が正方形の場合について、ハニカム構造部４の部分構造を例示し
ている。また、図４－２には、セルの流路方向に直交する断面におけるセル２の形状が正
六角形の場合について、ハニカム構造部４の部分構造を例示している。各スリット６の内
面からの距離が近い順にセルに番号を付している。
【００２９】
　図４－１及び図４－２から理解できるように、１番目のセルと２番目のセルが隣接して
いる箇所においては、両セルに隣接する隔壁１は１番目のセルを区画形成する隔壁でもあ
り、２番目のセルを区画形成する隔壁でもある。同様に、ｎ番目のセルとｎ＋１番目のセ
ルが隣接している箇所においては、両セルに隣接する隔壁１はｎ番目のセルを区画形成す
る隔壁でもあり、ｎ＋１番目のセルを区画形成する隔壁でもある（ｎは自然数を指す。）
。ハニカム構造部４のセルの流路方向に直交する断面におけるセル２の形状が複雑になる
と、特定の隔壁が多数のセルを区画形成することも考えられるが、本発明においては、こ
のような場合、当該隔壁が隣接するセルの中で最も番号の小さなセル（着目しているスリ
ットに最も近いセル）を区画形成する隔壁として取り扱うこととする。
【００３０】
　Ｔ1／Ｔ2≦３．０を満たすことで、加熱時に、スリット６の内面近傍の隔壁１がハニカ
ム構造部４の外周側壁３からの引張りを受け難くなる。これによって、熱衝撃によるスリ
ット最深部近傍を起点としたクラックの発生を低減することが可能となり、耐熱衝撃性を
高めることが可能となる。耐熱衝撃性を高めるという観点からは、Ｔ1／Ｔ2≦２．９の関
係式が常に成立することが好ましく、Ｔ1／Ｔ2≦２．８の関係式が常に成立することがよ
り好ましく、Ｔ1／Ｔ2≦２．５の関係式が常に成立することが更により好ましい。
【００３１】
　また、１．０≦Ｔ1／Ｔ2を満たすことで、加熱時に、逆に外周側壁３がスリット６の近
傍の隔壁１から引張りを受けるということも抑制できる。これによって、熱衝撃による外
周側壁３へのクラック発生を抑制可能となり、耐熱衝撃性を高めることが可能となる。耐
熱衝撃性を高めるという観点からは、１．３≦Ｔ1／Ｔ2の関係式が常に成立することが好
ましく、１．５≦Ｔ1／Ｔ2の関係式が常に成立するであることがより好ましく、１．８≦
Ｔ1／Ｔ2の関係式が常に成立するであることが更により好ましい。
【００３２】
　ハニカム構造部４の最外周を構成する外周側壁３の平均厚みＴ1は、０．１～０．５ｍ
ｍであることが好ましい。外周側壁３の平均厚みＴ1を０．１ｍｍ以上、好ましくは０．
１５ｍｍ以上、より好ましくは０．２ｍｍ以上とすることで、ハニカム構造体１００の強
度が低下するのを防止することができる。外周側壁３の平均厚みＴ1を０．５ｍｍ以下、
好ましくは０．４５ｍｍ以下、より好ましくは０．４ｍｍ以下とすることで、外壁の剛性
を低くすることで外壁による引張力を抑えられるという利点が得られる。ここで、外周側
壁３の厚みは、厚みを測定しようとする外周側壁の箇所をセルの流路方向に直交する断面
で観察したときに、外周側壁３の外面５の当該測定箇所における接線に対する法線方向の
厚みとして定義され、複数の測定箇所の平均値がＴ1である。図４－１及び図４－２に外
周側壁３の平均厚みＴ1の測定箇所を例示的に示す。



(7) JP 6830018 B2 2021.2.17

10

20

30

40

50

【００３３】
　スリット内面付近の隔壁の厚みＴ2は、いずれも０．１～０．３ｍｍであることが好ま
しい。スリット内面付近の隔壁の厚みＴ2を０．１ｍｍ以上、好ましくは０．１１ｍｍ以
上、より好ましくは０．１２ｍｍ以上とすることで、スリット６の最深部付近を起点とし
たクラックの発生を抑制する効果を高めることができる。また、スリット内面付近の隔壁
の厚みＴ2を０．３ｍｍ以下、好ましくは０．２７ｍｍ以下、より好ましくは０．２５ｍ
ｍ以下とすることで、排ガス等の流体をハニカムの流路に流したときの圧力損失が大きく
なり過ぎることを抑制できる。ここで、ハニカム構造部４の各隔壁１の厚みは、ハニカム
構造部４のセル２の流路方向に直交する断面において、隣接する二つのセル２の重心同士
を線分で結んだときに当該線分が隔壁１を横切る長さとして定義される。
【００３４】
　また、セル２の流路方向に直交する断面において、各スリット６の内面に隣接する複数
のセル２をそれぞれ１番目のセルとして、何れのスリット６の内面から数えても１０番目
より遠くにあるセルを区画形成する隔壁部分（以下、「スリット内面から離れた隔壁」と
いうことがある。）の厚みをＴ3とすると、Ｔ2＞Ｔ3の関係式が常に成立することが好ま
しく、１．２≦Ｔ2／Ｔ3の関係式が常に成立することが好ましく、１．５≦Ｔ2／Ｔ3の関
係式が常に成立することがより好ましい。すなわち、スリット内面から離れた隔壁はハニ
カム構造部４の中に複数存在するが、これらの隔壁のすべてが、上記関係式を満たすこと
が好ましい。熱衝撃によるスリット６の最深部付近を起点としたクラックの発生はスリッ
ト６の内面周辺の隔壁の厚みを確保すれば防止することができる一方で、ハニカム構造部
４のすべての隔壁の厚みを大きくすると、セル２の流路に排ガス等の流体を流したときの
圧力損失が大きくなりやすい。圧力損失を増大させないようにするには、ハニカム構造部
４の断面積を大きくする必要がある。そのため、スリット６から離れた場所においては隔
壁の厚みは小さい方がコンパクトで高流量を確保できるハニカム構造体を得る上では望ま
しい。但し、スリット内面付近の隔壁の厚みＴ2がスリット内面から離れた隔壁の厚みＴ3

に対して大きすぎると、排ガス通過時や通電時の熱により膨張する際に、剛性差に基づく
膨張差が発生してしまいハニカム内部にクラックが生じてしまうおそれがあることから、
Ｔ2／Ｔ3≦２．５の関係式が常に成立することが好ましく、Ｔ2／Ｔ3≦２．０の関係式が
常に成立することがより好ましい。
【００３５】
　また、１．０≦Ｔ1／Ｔ3≦３．０の関係式が常に成立することが好ましい。当該関係式
を満たすことでＴ1とＴ3のバランスが良くなり、何れにも過大な引張力が掛からないため
、加熱時に予期せぬクラックが発生するのを防止することができる。１．２≦Ｔ1／Ｔ3≦
２．８の関係式が常に成立することがより好ましく、１．５≦Ｔ1／Ｔ3≦２．５の関係式
が常に成立することが更により好ましい。
【００３６】
　スリット内面から離れた隔壁の厚みＴ3は、いずれも０．０８～０．３ｍｍであること
が好ましい。スリット内面から離れた隔壁の厚みＴ3を０．０８ｍｍ以上、好ましくは０
．０９ｍｍ以上、より好ましくは０．１ｍｍ以上とすることで、ハニカム構造体の強度が
低下するのを抑制可能である。また、スリット内面から離れた隔壁の厚みＴ3を０．３ｍ
ｍ以下、好ましくは０．２５ｍｍ以下、より好ましくは０．２ｍｍ以下とすることで、排
ガス等の流体をハニカムの流路に流したときの圧力損失が大きくなり過ぎることを抑制で
きる。
【００３７】
　ハニカム構造部４における隔壁１の厚みは、スリット内面付近の隔壁であるかスリット
内面から離れた隔壁であるかに関わらず、何れの箇所においても０．１～０．３ｍｍであ
ることが好ましく、０．１５～０．２５ｍｍであることがより好ましい。隔壁１の厚みが
０．１ｍｍ以上であることで、ハニカム構造体の強度が低下するのを抑制可能である。隔
壁１の厚みが０．３ｍｍ以下であることで、ハニカム構造体１００を触媒担体として用い
て、触媒を担持した場合に、排ガスを流したときの圧力損失が大きくなるのを抑制できる
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。
【００３８】
　ハニカム構造部４は、セル２の流路方向に直交する断面において、セル密度が４０～１
５０セル／ｃｍ2であることが好ましく、７０～１００セル／ｃｍ2であることが更に好ま
しい。セル密度をこのような範囲にすることにより、排ガスを流したときの圧力損失を小
さくした状態で、触媒の浄化性能を高くすることができる。セル密度が４０セル／ｃｍ2

より低いと、触媒担持面積が少なくなることがある。セル密度が１５０セル／ｃｍ2より
高いと、ハニカム構造体１００を触媒担体として用いて、触媒を担持した場合に、排ガス
を流したときの圧力損失が大きくなることがある。
【００３９】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、ハニカム構造部４は導電性を有する限り
特に材質に制限はなく、金属やセラミックス等を使用可能である。特に、耐熱性と導電性
の両立の観点から、ハニカム構造部４の材質は、珪素－炭化珪素複合材又は炭化珪素を主
成分とするものであることが好ましく、珪素－炭化珪素複合材又は炭化珪素であることが
更に好ましい。ハニカム構造部４の材質が、珪素－炭化珪素複合材を主成分とするもので
あるというときは、ハニカム構造部４が、珪素－炭化珪素複合材（合計質量）を、ハニカ
ム構造部４全体の９０質量％以上含有していることを意味する。ここで、珪素－炭化珪素
複合材は、骨材としての炭化珪素粒子、及び炭化珪素粒子を結合させる結合材としての珪
素を含有するものであり、複数の炭化珪素粒子が、炭化珪素粒子間に細孔を形成するよう
にして、珪素によって結合されていることが好ましい。また、ハニカム構造部４の材質が
、炭化珪素を主成分とするものであるというときは、ハニカム構造部４が、炭化珪素（合
計質量）を、ハニカム構造部４全体の９０質量％以上含有していることを意味する。
【００４０】
　ハニカム構造部４は、ジュール熱により発熱するものであり、例えば、その電気抵抗率
については特に制限はない。例えば、ハニカム構造部４の電気抵抗率は、０．０１～２０
０Ωｃｍであることが好ましく、０．０５～１００Ωｃｍであることが更に好ましい。ま
た、ハニカム構造体１００を使用する用途に合わせて、ハニカム構造部４の電気抵抗率を
選択することもできる。ハニカム構造部の電気抵抗率は、四端子法により４００℃で測定
した値である。
【００４１】
　ハニカム構造部４の材質が、珪素－炭化珪素複合材である場合、ハニカム構造部４に含
有される「骨材としての炭化珪素粒子の質量」と、ハニカム構造部４に含有される「結合
材としての珪素の質量」との合計に対する、ハニカム構造部４に含有される「結合材とし
ての珪素の質量」の比率が、１０～４０質量％であることが好ましく、１５～３５質量％
であることが更に好ましい。１０質量％より低いと、ハニカム構造体の強度が低下するこ
とがある。４０質量％より高いと、焼成時に形状を保持できないことがある。
【００４２】
　ハニカム構造部４の隔壁１の気孔率は、３５～６０％であることが好ましく、３５～４
５％であることが更に好ましい。気孔率が、３５％未満であると、焼成時の変形が大きく
なってしまうことがある。気孔率が６０％を超えるとハニカム構造体の強度が低下するこ
とがある。気孔率は、水銀ポロシメータにより測定した値である。
【００４３】
　ハニカム構造部４の隔壁１の平均細孔径は、２～１５μｍであることが好ましく、４～
８μｍであることが更に好ましい。平均細孔径が２μｍより小さいと、電気抵抗率が大き
くなりすぎることがある。平均細孔径が１５μｍより大きいと、電気抵抗率が小さくなり
すぎることがある。平均細孔径は、水銀ポロシメータにより測定した値である。
【００４４】
　セル２の流路方向に直交する断面におけるセル２の形状に制限はないが、四角形、六角
形、八角形、又はこれらの組み合わせ、であることが好ましい。これ等のなかでも、正方
形及び六角形が好ましい。セル形状をこのようにすることにより、ハニカム構造体１００
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に排ガスを流したときの圧力損失が小さくなり、触媒の浄化性能が優れたものとなる。
【００４５】
　ハニカム構造部４の外形は柱状である限り特に限定されず、例えば、底面が円形の柱状
（円柱形状）、底面がオーバル形状の柱状、底面が多角形（四角形、五角形、六角形、七
角形、八角形等）の柱状等の形状とすることができる。また、ハニカム構造部４の大きさ
は、耐熱性（外周方向外壁部に入るクラック）の理由により、底面の面積が２０００～２
００００ｍｍ2であることが好ましく、４０００～１００００ｍｍ2であることが更に好ま
しい。また、ハニカム構造部４の中心軸方向の長さは、耐熱性（外周側壁において中心軸
方向に平行に入るクラック）の理由により、５０～２００ｍｍであることが好ましく、７
５～１５０ｍｍであることが更に好ましい。
【００４６】
　図２を参照すると、セルの流路方向に直交する断面において、中心Ｏから外周側壁３の
外面５に向かって、中心Ｏから外周側壁３の外面５までの長さの１０％の位置までの領域
を中央部とし、且つ、外周側壁３の外面５から中心Ｏに向かって、外周側壁３の外面５か
ら中心Ｏまでの長さの１０％の位置までの領域を外周部としたときに、中央部の開口率が
、外周部の開口率の０．７０～０．９５倍であることが好ましく、０．８０～０．８５倍
であることが更に好ましい。これにより、中央部の電気抵抗率が外周部の電気抵抗率より
低くなり、ハニカム構造体１００に電圧を印加したときに中央部に多くの電流が流れ、中
央部が早く発熱するようになる。これにより、ハニカム構造体１００に電圧を印加して排
ガスを浄化する際に、短時間で中央部まで、必要温度に昇温することができる。そして、
外周部よりも多くの排ガスが流れる中央部において、効果的に排ガスの処理を行うことが
できる。更に、中央部を必要温度まで昇温する際の熱量も、少なくすることができる。ま
た、耐熱衝撃性を向上させることができる。
【００４７】
　中央部及び外周部のそれぞれの好ましい開口率は、以下のとおりである。中央部の開口
率は５０～８０％が好ましく、５５～７５％が更に好ましく、６０～７０％が特に好まし
い。５０％より小さいと圧力損失が大きくなることがある。８０％より大きいと、中央部
の開口率を外周部の開口率よりも小さくすることが難しくなることがある。外周部の開口
率は５５～８５％が好ましく、６０～８０％が更に好ましく、６５～７５％が特に好まし
い。５５％より小さいと、外周部の開口率を中央部の開口率よりも大きくすることが難し
くなることがある。８５％より大きいと、ハニカム構造体１００の強度が低下することが
ある。
【００４８】
　ここで、「開口率」とは、ハニカム構造部４のセル２の流路方向に直交する断面におい
て、セルの面積を、隔壁とセルの面積の合計で除して得られた値（セル面積合計／（セル
面積合計＋隔壁面積合計））を、百分率で表した値である。つまり、各領域の「開口率」
は、該当する領域における「開口率」の平均値であるということもできる。
【００４９】
　中央部の開口率を外周部の開口率よりも小さくする方法として、中央部の隔壁１の厚み
を外周部の隔壁１の厚みよりも厚くする方法が挙げられる。このとき、中央部の隔壁１の
厚みが、外周部の隔壁１の厚みの１．０倍より大きく２．０倍以下であることが好ましく
、１．２～１．８倍であることが更に好ましく、１．４～１．７倍であることが特に好ま
しい。２．０倍を上限としたのは、２．０倍より厚いと、中央部の圧力損失が大きくなり
、排ガスが流れ難くなることがあるためである。
【００５０】
　中央部の開口率を外周部の開口率よりも小さくする方法として、中央部のセル密度を外
周部のセル密度よりも大きくする方法も挙げられる。このとき、中央部のセル密度は、外
周部のセル密度の１．０より大きく１．５倍以下であることが好ましく、１．０より大き
く１．４倍以下であることが更に好ましく、１．０５～１．３倍であることが特に好まし
い。１．５倍を上限としたのは、１．５倍より大きいと、中央部の圧力損失が大きくなり
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、排ガスが流れ難くなることがあるためである。
【００５１】
（１－２　スリット）
　図１及び図２に示すように、本実施形態のハニカム構造体１００においては、ハニカム
構造部４に、外周側壁３の外面５上にセル２の流路方向に延びた開口を有するスリット６
が１本以上形成されている。スリット６は、外周側壁３の外面５上に開口を有すると共に
、第一底面１１及び第二底面１２の一方又は両方まで延びてこれらに開口を有することが
できる。少なくとも１本のスリット６内には充填材７を充填してもよい。本実施形態のハ
ニカム構造体１００においては、充填材７が、スリット６の内部空間の少なくとも一部を
塞ぐように充填されている。スリット６内に充填材７を充填することで、ハニカム構造体
１００の耐熱衝撃性及びアイソスタティック強度を向上することができると共に、セル２
の流路内を流れる流体がスリット６を通じてハニカム構造部４から抜け出て行くのを防止
することができる。
【００５２】
　図２を参照すると、少なくとも１本のスリット６は、セル２の流路方向に直交する断面
において、一対の電極部２１のそれぞれの周方向中央部Ｃ同士を結んだ線分（中心線）Ｌ
と交差しないように形成されたものであることが好ましい。このようにして少なくとも１
本のスリット６を形成することにより、電圧を印加したときのハニカム構造部４の温度分
布の偏りを抑制することができると共に、耐熱衝撃性をより向上させることができる。ま
た、このように構成することによって、電圧を印加したときの温度分布の偏りを抑制する
ことができる。更に、少なくとも１本のスリット６が、セル２の流路方向に直交する断面
において、一対の電極部２１のそれぞれの周方向中央部Ｃ同士を結んだ直線と交差しない
ように形成されたハニカム構造体１００は、機械的強度にも優れたものとなる。本実施形
態のハニカム構造体１００は、６本のスリット６のそれぞれが、セル２の流路方向に直交
する断面において、一対の電極部２１，２１のそれぞれの周方向中央部Ｃ同士を結んだ線
分Ｌと交差しないように形成されたものである。
【００５３】
　以下、ハニカム構造体１００のセル２の流路方向に直交する断面において、一対の電極
部２１のそれぞれの周方向中央部Ｃ同士を結んだ線分Ｌと交差しないように形成されたス
リット６を「非交差スリット」と称することがある。また、ハニカム構造体１００のセル
２の流路方向に直交する断面において、一対の電極部２１のそれぞれの周方向中央部Ｃ同
士を結んだ線分Ｌと交差するように形成されたスリット６を「交差スリット」と称するこ
とがある。
【００５４】
　本実施形態のハニカム構造体１００は、ハニカム構造部４に、スリット６が２本以上形
成され、２本以上のスリット６の中の５０％以上のスリット６が、非交差スリットである
ことが好ましい。そして、ハニカム構造部４に形成されたスリット６の全てが、非交差ス
リットであることが更に好ましい。非交差スリットが、スリット６全体の５０％以上であ
ることにより、ハニカム構造体１００の機械的強度が低下することを防止できる。すなわ
ち、本実施形態のハニカム構造体１００が機械的強度に優れたものとなる。非交差スリッ
トが、スリット６全体の５０％未満であると、交差スリットが多くなることにより、ハニ
カム構造体１００の機械的強度が低下することがある。また、非交差スリットが、スリッ
ト６全体の５０％未満であると、交差スリットが多くなるため、一対の電極２１間を流れ
る電流の流れがスリットによって大きく妨げられ、均一な発熱が阻害され、不均一な発熱
となることがある。
【００５５】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、スリット６の深さは、ハニカム構造部４
の「セル２の流路方向に直交する断面」における半径（以下、「ハニカム構造部の半径」
と称することがある。）の１～８０％であることが好ましい。そして、スリット６の深さ
は、ハニカム構造部の半径の１～６０％であることが更に好ましく、１～３０％であるこ
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とが特に好ましい。スリット６の深さが、ハニカム構造部４の半径の１％より小さいと、
スリット６による耐熱衝撃性の向上効果が得られ難くなることがある。スリット６の深さ
が、ハニカム構造部４の半径の８０％より大きいと、一対の電極２１間を流れる電流の流
れがスリット６によって大きく妨げられ、均一な発熱が阻害され、不均一な発熱となるこ
とがある。各スリット６の深さは、スリット６の「外周側壁３の外面５における開口部」
から、スリット６の最も深い位置までの距離のことである。スリットが複数本存在する場
合には、スリット６の深さは、スリットによって異なっていてもよく、全て同じでもよい
。
【００５６】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、スリット６の開口幅は、ハニカム構造部
４の「セル２の流路方向に直交する断面」における外周の長さ（以下、「ハニカム構造部
の外周長」と称することがある。）の０．１～５％であることが好ましい。そして、スリ
ット６の開口幅は、ハニカム構造部の外周長の０．１～３％であることが更に好ましく、
０．１～１％であることが特に好ましい。スリット６の開口幅が、ハニカム構造部の外周
長の０．１％より小さいと、ハニカム構造体１００の耐熱衝撃性を低減する効果が低下す
ることがある。スリット６の開口幅が、ハニカム構造部の外周長の５％より大きいと、ハ
ニカム構造体１００の機械的強度が低下することがある。スリット６の開口幅は、スリッ
ト６の「ハニカム構造部４の周方向」における長さのことである。「ハニカム構造部４の
周方向」とは、ハニカム構造部４の「セル２の流路方向に直交する断面」における、外周
に沿う方向のことである。スリットが複数本存在する場合には、スリット６の開口幅は、
スリットによって異なっていてもよく、全て同じでもよい。
【００５７】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、スリット６の「セルの流路方向」におけ
る長さは、ハニカム構造部の「セルの流路方向」における長さと同じであることが好まし
い。つまり、スリット６がハニカム構造部の両底面間に亘って（全長に亘って）形成され
ていることが好ましい。また、スリット６の「セルの流路方向」における長さが、ハニカ
ム構造部の「セルの流路方向」における長さの５～７０％であることも好ましい態様であ
る。耐熱衝撃性の点では全長に亘っている方がよいが、一部形成されていない部分が残っ
ていると、強度の点で好ましい。全長に亘っていない場合、スリットの片端は、ハニカム
構造体の片方の底面に位置することが好ましい。この場合、スリットは、ハニカム構造部
の片方の底面側のみに形成されていてもよいし（図１０を参照）、ハニカム構造部の両方
の底面側に形成されていてもよい（図１１を参照）。スリットが、ハニカム構造部の両方
の底面側に形成された場合、スリットの「セルの流路方向」における合計の長さが、ハニ
カム構造部の「セルの流路方向」における長さの５～７０％であることが好ましい。また
、スリットが、ハニカム構造部の片方の底面側のみに形成される場合、ハニカム構造体を
使用する際に、スリットが形成された底面側を、熱衝撃がより大きくかかる方向を向けて
使用することが好ましい。スリットが複数本存在する場合には、スリット６の長さは、ス
リットによって異なっていてもよく、全て同じでもよい。
【００５８】
　また、スリットが複数本存在する場合には、スリット形成パターン（含：本数）、スリ
ットの深さ、スリットの開口幅、スリットの長さは、中心線Ｌを対称軸とする線対称であ
ることが均質性の観点から好ましい。
【００５９】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、スリット６の本数は、１～２０本が好ま
しく、１～１５本が更に好ましく、１～１０本が特に好ましい。スリット６の本数が２０
本を超えると、ハニカム構造体１００の機械的強度が低下することがある。図１及び図２
に示されるハニカム構造体１００においては、６本のスリット６が形成されている。
【００６０】
　本実施形態のハニカム構造体１００において、「外周側壁３の外面５における開口部（
スリット６の開口）の位置が、電極部２１に最も近い」スリット６を、「最短距離スリッ
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ト」６ａと称することにする。「セル２の流路方向に直交する断面」において、電極部２
１の周方向端部と「最短距離スリット」６ａの周方向端部との外周側壁３の外面５に沿っ
た最短距離Ｄは、０．１～３０ｍｍが好ましく、０．５～２０ｍｍが更に好ましく、１～
１０ｍｍが特に好ましい。電極部２１と「最短距離スリット」６ａとの最短距離Ｄが、０
．１ｍｍより短いと、電流の流れが妨げられることがあり、均一発熱し難くなることがあ
る。一方、電極部２１と「最短距離スリット」６ａとの最短距離Ｄが、３０ｍｍを超える
と、ハニカム構造体１００の耐熱衝撃性を向上する効果が得られ難くなることがある。
【００６１】
　このことは、スリット６を電極部２１に形成することを禁止するものではなく、電極部
２１の耐熱衝撃性を高めてクラックを防止する上では各電極部２１にスリットを一本又は
複数本設けてもよい。電極部２１にスリットを設ける場合には、ハニカム構造体１００の
セル２の流路方向に直交する断面において、一対の電極部２１のそれぞれの周方向中央部
Ｃに設けることが、電流の妨げを最小限にする観点から望ましい。この場合、スリットは
後述するように電極部２１の内側に電極部２１に覆われるようにして形成してもよいし（
図１３参照）、電極部２１の外面に開口するようにして形成してもよい（図１４参照）。
電極部における耐熱衝撃性を高めるという観点からは、電極部２１の外面に開口するスリ
ットを形成することが好ましい。電極部２１の外面に開口するスリットを形成する場合、
スリットは電極部２１のみに及ぶ深さとしてもよいし、電極部２１を貫通してハニカム構
造部４の外周側壁３の内側にまで及ぶような深さとしてもよい。電極部における耐熱衝撃
性を高めるという観点からは、電極部２１はセル２の流路方向に延びた開口を有するスリ
ットを挟んで分割されるように、スリットがハニカム構造部の両底面間に亘って（全長に
亘って）形成されていることが好ましい。
【００６２】
　本実施形態のハニカム構造体１００は、図１及び図２に示されるように、ハニカム構造
部４の側面５の「電極部２１が配設されていない」２箇所の領域（領域Ａ、領域Ｂ）に、
３本ずつスリット６が形成されている。本実施形態のハニカム構造体１００は、スリット
の深さより、対向するスリット間の距離のほうが長いものである。対向するスリット間の
距離とは、領域Ａに形成されたスリット６と、領域Ｂに形成されたスリット６との間の距
離である。
【００６３】
　本実施形態のハニカム構造体１００は、６本のスリットのスリット角度が、全て９０°
である。ここで、「スリット角度」は、以下のように定義されるものとする。図２に示さ
れるように、本実施形態のハニカム構造体１００のセルの流路方向に直交する断面におい
て、スリット６と、ハニカム構造部４の外周との交点を点Ｐとする。そして、点Ｐを端点
とし、点Ｐからハニカム構造部４の外周の外側に向かって伸びると共に、中心線Ｌに平行
な半直線（又は、線分）を、半直線ＨＬとする。尚、中心線Ｌは、上記のように、「一対
の電極のそれぞれの中央部同士を結んだ直線」である。そして、そのときに、スリット６
と半直線ＨＬとにより形成される角度のうち、大きくない方の角度（１８０°以下の角度
）を「スリット角度ＳＡ」とする。ここで、「大きくない方の角度」とは、「小さい方の
角度、又は、同じ角度である場合には、同じである当該角度」を意味する。また、半直線
とは、一方に端があって、他方に無限に伸びている直線のことである。また、「半直線Ｈ
Ｌが、ハニカム構造部４の外周の外側に向かって伸びる」とは、半直線ＨＬが、ハニカム
構造部４の断面内を通過しないような方向に伸びることを意味する。
【００６４】
　スリット６に充填材７を充填する場合、ハニカム構造部４の熱膨張係数α１に対する、
充填材７の熱膨張係数α２の比率（α２／α１）が、０．６～１．５であることが好まし
い。これにより、充填材７がスリット６に配設されていることに起因する、ハニカム構造
部４及び充填材７の破損を有効に防止することができる。例えば、ハニカム構造部４の熱
膨張係数α１に対する、充填材７の熱膨張係数α２の比率（α２／α１）が、０．６未満
であると、充填材の膨張不足により、ハニカム構造部４に縦クラックが生じることがある
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。ハニカム構造部４の熱膨張係数α１に対する、充填材７の熱膨張係数α２の比率（α２
／α１）が、１．５超であると、充填材の膨張過剰により、ハニカム構造部４の底面にク
ラックが生じることがある。以下、「ハニカム構造部４の熱膨張係数α１に対する、充填
材７の熱膨張係数α２の比率（α２／α１）」のことを、「熱膨張係数比率（α２／α１
）」ということがある。なお、本発明において、断りのない限り、熱膨張係数という場合
は、２５～８００℃の熱膨張係数のことを意味する。
【００６５】
　充填材７は骨材とネック材とを含有することができる。「ネック材」とは、骨材粒子の
粒間に入って粒子同士を結合・固定化するもののことである。ネック材の材質については
、特に制限はない。例えば、ネック材は、酸化ケイ素、金属酸化物、金属、及び金属化合
物からなる群より選択される少なくとも一種を含むものであることが好ましい。ネック材
の態様として、以下のような例を挙げることができる。ネック材は、酸化ケイ素及び金属
酸化物のうちの少なくとも一方を含むものであってもよいし、ネック材は、酸化ケイ素及
び金属酸化物のうちの少なくとも一方からなるものであってもよい。ネック材を構成する
金属酸化物としては、例えば、酸化アルミニウム、酸化チタン、酸化マグネシウムを挙げ
ることができる。
【００６６】
　充填材７は、ネック材を２～９０質量％を含むことが好ましく、ネック材を３～５０質
量％を含むことが更に好ましく、ネック材を５～２５質量％を含むことが特に好ましい。
ネック材が２質量％未満であると、充填材７の強度が低下することがある。ネック材が９
０質量％超であると、充填材７の熱膨張係数α２が上昇することがある。また、ネック材
が過剰量であると、充填材７の強度が低下することがある。
【００６７】
　また、骨材の材質についても特に制限はないが、骨材に含まれる好ましい成分としては
、炭化珪素、コージェライト、酸化ケイ素、アルミニウムチタネート、タルク、マイカ、
及びリチウムアルミニウムチタネート、モンモリロナイト、タルク、ベーマイト、フォル
ステライト、カオリン、ムライトからなる群から選択される少なくとも１種の成分を挙げ
ることができる。骨材は、上述した群から選択される少なくとも１種の成分を、合計で１
０～１００質量％含むことが好ましく、合計で５０～９７質量％含むことが更に好ましく
、合計で７５～９５質量％含むことが特に好ましい。複数種類の骨材を混合して使用して
もよい。
【００６８】
　図１に示されるように、本実施形態のハニカム構造体１００は、充填材７が、スリット
６の空間の少なくとも一部に配設されたものである。そして、ハニカム構造部４に、スリ
ット６が２本以上形成され、２本以上のスリット６の中の５０％以上のスリットに充填材
が配設されていることが好ましい。更に、ハニカム構造部４に形成された「２本以上のス
リット６」の全てに充填材が配設されていることが好ましい。また、充填材７は、「スリ
ット６の空間」の全部に配設されることが好ましい。図１に示されるハニカム構造体１０
０においては、６本のスリット６が形成されている。そして、全てのスリット６のそれぞ
れにおいて、当該スリット６の空間全体に充填材７が配設されている。「少なくとも一部
に配設」とは、スリットの深さ方向における「一部」でもよく、スリットの長さ方向にお
ける「一部」でもよく、これらの組合せでもよい。
【００６９】
（１－３　電極部）
　本実施形態のハニカム構造体１００において、一対の電極部２１は、ハニカム構造部４
の中心軸を挟んで、外周側壁３の外面５上にセル２の流路方向（セルの延びる方向）に帯
状に延設されている。従って、本実施形態のハニカム構造体１００をセル２の流路方向に
直交する断面から観察すると、一方の電極部２１が、他方の電極部２１に対して、ハニカ
ム構造部４の中心Ｏを挟んで反対側に配設されている（図２参照）。これにより、ハニカ
ム構造体１００は、一対の電極部２１間に電圧を印加した時に、ハニカム構造部４内を流
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れる電流の偏りを抑制することができ、ハニカム構造部４内の温度分布の偏りを抑制する
ことができる。
【００７０】
　「セル２の流路方向に直交する断面から観察すると、一方の電極部２１が、他方の電極
部２１に対して、ハニカム構造部４の中心Ｏを挟んで反対側に配設されている」の意味は
、以下の通りである。つまり、図５に示されるように、まず、セル２の流路方向に直交す
る断面において、「一方の電極部２１の中央部Ｃ（「ハニカム構造部４の周方向」におけ
る中央の点）とハニカム構造部４の中心Ｏとを結ぶ線分」を線分Ｌ１とする。そして、セ
ル２の流路方向に直交する断面において、「他方の電極部２１の中央部Ｃ（「ハニカム構
造部４の周方向」における中央の点）とハニカム構造部４の中心Ｏとを結ぶ線分」を線分
Ｌ２とする。そのとき、線分Ｌ１と線分Ｌ２とにより形成される角度β（「中心Ｏ」を中
心とする角度）が、１７０°～１９０°の範囲となるような位置関係になるように、一対
の電極部２１がハニカム構造部４に配設されていることを意味する。図５においては、隔
壁及びスリットは省略されている。
【００７１】
　更に、図５に示されるように、本実施形態のハニカム構造体１００は、セル２の流路方
向に直交する断面において、それぞれの電極部２１の中心角αの０．５倍（中心角αの０
．５倍の角度θ）が、１５～６５°であることが好ましい。これにより、ハニカム構造部
４内の発熱の偏りを、より効果的に抑制することができる。このように、電極部２１の中
心角αの０．５倍が１５～６５°であると共に、セルの流路方向に延びているという電極
部２１の形状は、「帯状」の一態様である。また、「電極部２１の中心角α」は、図５に
示されるように、セルの流路方向に直交する断面において、各電極部２１の周方向両端と
ハニカム構造部４の中心Ｏとを結ぶ２本の線分により形成される角度である。換言すると
、「電極部２１の中心角α」は、セルの流路方向に直交する断面において、「電極部２１
」と「電極部２１の周方向の一方の端部と中心Ｏとを結ぶ線分」と「電極部２１の周方向
の他方の端部と中心Ｏとを結ぶ線分」とにより形成される形状（扇形、等）における、中
心Ｏの部分の内角である。
【００７２】
　セル２の流路方向に直交する断面において、電極部２１の「中心角αの０．５倍の角度
θ」の上限値は、６０°が更に好ましく、５５°が特に好ましい。また、セル２の流路方
向に直交する断面において、電極部２１の「中心角αの０．５倍の角度θ」の下限値は、
２０°が更に好ましく、３０°が特に好ましい。また、一方の電極部２１の「中心角αの
０．５倍の角度θ」は、他方の電極部２１の「中心角αの０．５倍の角度θ」に対して、
０．８～１．２倍の大きさであることが好ましく、１．０倍の大きさ（同じ大きさ）であ
ることが更に好ましい。これにより、一対の電極部２１間に電圧を印加した時に、ハニカ
ム構造部４内を流れる電流の偏りを抑制することができ、これによりハニカム構造部４内
の温度分布の偏りを抑制することができる。
【００７３】
　電極部２１の厚みは、０．０１～５ｍｍであることが好ましく、０．０１～３ｍｍであ
ることが更に好ましい。このような範囲とすることにより、均一に発熱することができる
。電極部２１の厚みが０．０１ｍｍより薄いと、電気抵抗が高くなり均一に発熱できない
ことがある。５ｍｍより厚いと、キャニング時に破損することがある。電極部２１の厚み
は、厚みを測定しようとする電極部の箇所をセルの流路方向に直交する断面で観察したと
きに、電極部２１の外面の当該測定箇所における接線に対する法線方向の厚みとして定義
される。
【００７４】
　電極部２１は、炭化珪素粒子及び珪素を主成分とすることが好ましく、通常含有される
不純物以外は、炭化珪素粒子及び珪素を原料として形成されていることが更に好ましい。
ここで、「炭化珪素粒子及び珪素を主成分とする」とは、炭化珪素粒子と珪素との合計質
量が、電極部全体の質量の９０質量％以上であることを意味する。このように、電極部２
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１が炭化珪素粒子及び珪素を主成分とすることにより、電極部２１の成分とハニカム構造
部４の成分とが同じ成分又は近い成分（ハニカム構造部の材質が炭化珪素である場合）と
なる。そのため、電極部２１とハニカム構造部４の熱膨張係数が同じ値又は近い値になる
。また、材質が同じもの又は近いものになるため、電極部２１とハニカム構造部４との接
合強度も高くなる。そのため、ハニカム構造体に熱応力がかかっても、電極部２１がハニ
カム構造部４から剥れたり、電極部２１とハニカム構造部４との接合部分が破損したりす
ることを防ぐことができる。
【００７５】
　図１及び図２に示されるように、本実施形態のハニカム構造体１００においては、一対
の電極部２１のそれぞれが、ハニカム構造部４のセルの流路方向に一方の底面から他方の
底面まで延びる帯状に形成されている。このように、一対の電極部２１が、ハニカム構造
部４の両底面間に亘って配設されていることにより、一対の電極部２１間に電圧を印加し
た時に、ハニカム構造部４内を流れる電流の偏りをより効果的に抑制することができる。
そして、ハニカム構造部４内を流れる電流の偏りを抑制することにより、ハニカム構造部
４内の温度分布の偏りをより効果的に抑制することができる。「一対の電極部２１のそれ
ぞれが、ハニカム構造部４のセルの流路方向に一方の底面から他方の底面まで延びる帯状
に形成されている」とは、各電極部２１の一方のセル流路方向端部がハニカム構造部４の
第一底面１１の周縁に接し、且つ、電極部２１の他方のセル流路方向端部がハニカム構造
部４の第二底面１２の周縁に接していることを意味する。
【００７６】
　本実施形態のハニカム構造体１００においては、電極部２１の「ハニカム構造部４のセ
ル２の流路方向」における両端部が、ハニカム構造部４の両底面の周縁に接していない状
態も好ましい態様である。すなわち、電極部２１の両端部が、ハニカム構造部４の第一底
面１１の周縁及び第二底面１２の周縁に到達していない状態も好ましい態様である。また
、電極部２１の一方のセル流路方向端部が、ハニカム構造部４の第一底面１１に接し、電
極部２１の他方のセル流路方向端部が、ハニカム構造部４の第二底面１２に接していない
状態も好ましい態様である。このように、電極部２１を配設する形態については、ハニカ
ム構造体１００の使用形態に応じて、種々の変更が可能である。
【００７７】
　本実施形態のハニカム構造体においては、図１～図３に示されるように、電極部２１は
、平面状の長方形の部材を、円柱形状の外周に沿って湾曲させたような形状となっている
。ここで、湾曲した電極部２１を、湾曲していない平面状の部材に変形したときの形状を
、電極部２１の「平面形状」と称することにする。上記、図１～図３に示される電極部２
１の「平面形状」は、長方形になる。電極部２１の平面形状は、長方形の角部が曲線状に
形成された形状であってもよい。また、帯状の電極部２１の平面形状は、長方形の角部が
直線状に面取りされた形状であってもよい。
【００７８】
　電極部２１の電気抵抗率は、ハニカム構造部４の電気抵抗率より低いものであることが
好ましく、更に、電極部２１の電気抵抗率が、ハニカム構造部４の電気抵抗率の、２０％
以下であることが更に好ましく、１～１０％であることが特に好ましい。電極部２１の電
気抵抗率を、ハニカム構造部４の電気抵抗率の、２０％以下とすることにより、電極部２
１が、より効果的に電極として機能するようになる。具体的には、電極部２１の電気抵抗
率は、０．１～１００Ωｃｍであることが好ましく、０．１～５０Ωｃｍであることが、
更に好ましい。電極部２１の電気抵抗率が０．１Ωｃｍより小さいと、セルの流路方向に
直交する断面において、電極部２１の両端付近のハニカム構造部の温度が上昇し易くなる
ことがある。電極部２１の電気抵抗率が１００Ωｃｍより大きいと、電流が流れ難くなる
ため、電極としての役割を果たし難くなることがある。ここで、電極部の電気抵抗率は、
四端子法により測定した４００℃における値とする。
【００７９】
　電極部２１は、気孔率が３０～６０％であることが好ましく、３０～５５％であること
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が更に好ましい。電極部２１の気孔率がこのような範囲であることにより、好適な電気抵
抗率が得られる。電極部２１の気孔率が、３０％より低いと、製造時に変形してしまうこ
とがある。電極部２１の気孔率が、６０％より高いと、電気抵抗率が高くなりすぎること
がある。気孔率は、水銀ポロシメータで測定した値である。
【００８０】
（１－４　その他の実施形態）
　次に、本発明のハニカム構造体の他の実施形態について説明する。図６に示されるよう
に、本実施形態のハニカム構造体１２０は、スリット６の深さより、対向するスリット間
の距離のほうが短い点で、図１に示すハニカム構造体１００と異なる。スリット６の深さ
が深くなると、耐熱衝撃性は向上するが、電流が流れにくくなることにより均一発熱させ
難くなる。そのため、これらのバランスを考慮して、スリットの深さを適宜決定すること
が好ましい。図６に示されるハニカム構造体１２０は、全てのスリット６に充填材７が充
填されているが、充填材７は、一部のスリット６にのみ充填されていてもよく、又は何れ
のスリット６にも充填されていなくてもよい。
【００８１】
　次に、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態について説明する。図７に示される
ように、本実施形態のハニカム構造体１３０は、セルの流路方向に直交する断面において
、セルの形状が六角形になったものである点で、図１に示すハニカム構造体１００と異な
る。以下、セルの流路方向に直交する断面における「セルの形状」を、単に、「セル形状
」と称することがある。セル形状が六角形であると、外周からの応力が分散されるという
利点がある。本実施形態のハニカム構造体１３０は、スリット６に充填材７が充填されて
いるが、充填材７は、一部のスリット６にのみ充填されていてもよく、又は何れのスリッ
ト６にも充填されていなくてもよい。
【００８２】
　次に、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態について説明する。図８に示される
ように、本実施形態のハニカム構造体１４０は、図７に示されるハニカム構造体１３０に
おいて、スリット角度を変更したものである。具体的には、セルの流路方向に直交する断
面において、６本すべてのスリットの深さ方向がハニカム構造部４の中心軸へと向かって
いる。本実施形態のハニカム構造体１４０は、スリット６に充填材７が充填されているが
、充填材７は、一部のスリット６にのみ充填されていてもよく、又は何れのスリット６に
も充填されていなくてもよい。
【００８３】
　次に、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態について説明する。図９に示される
ように、本実施形態のハニカム構造体１５０は、図７に示されるハニカム構造体１３０に
おいて、一部のスリットについてスリットの深さを深くしたものである。具体的には、本
実施形態のハニカム構造体１５０は、領域Ａ及び領域Ｂのそれぞれに形成された３本のス
リットの中で、中央に位置するスリットの深さが、より深くなったものである。本実施形
態のハニカム構造体１５０は、スリット６に充填材７が充填されているが、充填材７は、
一部のスリット６にのみ充填されていてもよく、又は何れのスリット６にも充填されてい
なくてもよい。
【００８４】
　次に、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態について説明する。図１０に示され
るように、本実施形態のハニカム構造体１６０は、図７に示されるハニカム構造体１３０
において、スリット６の「セル２の流路方向」の長さが短くなったものである。具体的に
は、本実施形態のハニカム構造体１６０は、スリット６が、ハニカム構造部４の側面５及
び第一底面１１に開口すると共に、第二底面１２には開口しないように形成されたもので
ある。これは、スリット６が、ハニカム構造部４の一方の底部のみに形成された構造であ
るということもできる。スリット６の「セル２の流路方向」の長さは、ハニカム構造部４
の「セル２の流路方向」の長さより短くなっている。本実施形態のハニカム構造体１６０
は、スリット６に充填材７が充填されているが、充填材７は、一部のスリット６にのみ充
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填されていてもよく、又は何れのスリット６にも充填されていなくてもよい。
【００８５】
　次に、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態について説明する。図１１に示され
るように、本実施形態のハニカム構造体１７０は、図１０に示されるハニカム構造体１６
０において、「セル２の流路方向」の長さが短いスリット６が、ハニカム構造部のセルの
両底部に形成されたものである。本実施形態のハニカム構造体１７０は、スリット６に充
填材７が充填されているが、充填材７は、一部のスリット６にのみ充填されていてもよく
、又は何れのスリット６にも充填されていなくてもよい。
【００８６】
　次に、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態について説明する。図１２に示され
るように、本実施形態のハニカム構造体１９０は、一対の電極部２１のそれぞれにおける
セル流路方向の両端部が、ハニカム構造部４の底面の周縁に接していない点で図１に示さ
れるハニカム構造体１００と異なる。また、図１２に示されるハニカム構造体１９０は、
帯状の電極部２１の平面形状が、「長方形の角部が曲線状に形成された」形状である点で
も図１に示されるハニカム構造体１００と異なる。また、図１２に示されるハニカム構造
体１９０は、スリット６に充填材７が充填されていない点でも図１に示されるハニカム構
造体１００と異なる。充填材７は、一部のスリット６にのみ充填されていてもよく、又は
すべてのスリット６に充填されていてもよい。
【００８７】
　次に、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態について説明する。図１３に示され
るように、本実施形態のハニカム構造体２００は、図８に示されるハニカム構造体１４０
において、「セルの流路方向」に延びる６本のスリットの中の、電極部２１に近い４本の
スリットが、電極部２１に覆われる位置に形成されたものである。本実施形態のハニカム
構造体２００は、スリット６に充填材７が充填されているが、充填材７は、一部のスリッ
ト６にのみ充填されていてもよく、又は何れのスリット６にも充填されていなくてもよい
。
【００８８】
　次に、本発明のハニカム構造体の更に他の実施形態について説明する。図１４に示され
るように、本実施形態のハニカム構造体２１０は、図８に示されるハニカム構造体１４０
に対して、各電極部２１の外面上にセルの流路方向に延びた開口を有する一本以上の電極
部スリット８を追加した構成を有する。この場合、電極部２１は電極部スリット８を挟ん
で分割されていてもよい。また、スリット８の深さはハニカム構造部４の外周側壁３の内
側にまで及ぶことができる。このような電極部スリット８は電極部２１を形成した後に形
成することができる。これにより、電極部２１の耐熱衝撃性を向上することができる。本
実施形態のハニカム構造体２１０は、スリット８に充填材７が充填されているが、充填材
７は、一部のスリット６にのみ充填されていてもよく、又は何れのスリット６にも充填さ
れていなくてもよい。
【００８９】
（２）ハニカム構造体の製造方法
　次に、本発明のハニカム構造体を製造する方法について例示的に説明するが、本発明の
ハニカム構造体の製造方法については、以下に説明する製造方法に限定されることはない
。本発明のハニカム構造体の製造方法は一実施形態において、電極部原料付きハニカム成
形体を得るＡ１工程と、スリットを形成するＡ２工程と、ハニカム成形体を焼成する工程
Ａ３と、随意的な充填材用原料を充填するＡ４工程とを含む。
【００９０】
　Ａ１工程は、柱状のハニカム構造部の前駆体であるハニカム成形体に、電極部形成原料
を塗布して、電極部原料付きハニカム成形体を得る工程である。柱状のハニカム構造部と
は、図１～図３に示すような、第一底面１１から第二底面１２まで延びる複数のセル２を
区画形成する隔壁１と、最外周に位置する外周側壁３とを有するハニカム構造部４のこと
である。そして、ハニカム成形体とは、上述したハニカム構造部４を作製するための、焼
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成前のハニカム構造部のことである。
【００９１】
　ハニカム成形体の作製は、公知のハニカム構造体の製造方法におけるハニカム成形体の
作製方法に準じて行うことができる。例えば、まず、炭化珪素粉末（炭化珪素）に、金属
珪素粉末（金属珪素）、バインダ、界面活性剤、造孔材、水等を添加して成形原料を作製
する。炭化珪素粉末の質量と金属珪素の質量との合計に対して、金属珪素の質量が１０～
４０質量％となるようにすることが好ましい。炭化珪素粉末における炭化珪素粒子の平均
粒子径は、３～５０μｍが好ましく、３～４０μｍが更に好ましい。金属珪素（金属珪素
粉末）の平均粒子径は、２～３５μｍであることが好ましい。炭化珪素粒子及び金属珪素
（金属珪素粒子）の平均粒子径はレーザー回折法で粒度の頻度分布を測定したときの、体
積基準による算術平均径を指す。炭化珪素粒子は、炭化珪素粉末を構成する炭化珪素の微
粒子であり、金属珪素粒子は、金属珪素粉末を構成する金属珪素の微粒子である。尚、こ
れは、ハニカム構造部の材質を、珪素－炭化珪素系複合材とする場合の成形原料の配合で
あり、ハニカム構造部の材質を炭化珪素とする場合には、金属珪素は添加しない。
【００９２】
　バインダとしては、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロ
キシプロポキシルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カルボキシメチルセルロー
ス、ポリビニルアルコール等を挙げることができる。これらの中でも、メチルセルロース
とヒドロキシプロポキシルセルロースとを併用することが好ましい。バインダの含有量は
、炭化珪素粉末及び金属珪素粉末の合計質量を１００質量部としたときに、２．０～１０
．０質量部であることが好ましい。
【００９３】
　水の含有量は、炭化珪素粉末及び金属珪素粉末の合計質量を１００質量部としたときに
、２０～６０質量部であることが好ましい。
【００９４】
　界面活性剤としては、エチレングリコール、デキストリン、脂肪酸石鹸、ポリアルコー
ル等を用いることができる。これらは、１種単独で使用してもよいし、２種以上を組み合
わせて使用してもよい。界面活性剤の含有量は、炭化珪素粉末及び金属珪素粉末の合計質
量を１００質量部としたときに、０．１～２．０質量部であることが好ましい。
【００９５】
　造孔材としては、焼成後に気孔となるものであれば特に限定されるものではなく、例え
ば、グラファイト、澱粉、発泡樹脂、吸水性樹脂、シリカゲル等を挙げることができる。
造孔材の含有量は、炭化珪素粉末及び金属珪素粉末の合計質量を１００質量部としたとき
に、０．５～１０．０質量部であることが好ましい。造孔材の平均粒子径は、１０～３０
μｍであることが好ましい。１０μｍより小さいと、気孔を十分形成できないことがある
。３０μｍより大きいと、成形時に口金に詰まることがある。造孔材の平均粒子径はレー
ザー回折法で粒度の頻度分布を測定したときの、体積基準による算術平均径を指す。造孔
材が吸水性樹脂の場合には、造孔材の平均粒子径は吸水後の平均粒子径のことである。
【００９６】
　次に、得られた成形原料を混練して坏土を形成した後、坏土を押出成形してハニカム成
形体を作製する。押出成形に際しては、所望の全体形状、セル形状、隔壁厚み、セル密度
等を有する口金を用いることができる。加熱時の膨張収縮を考慮する必要はあるものの、
Ｔ1、Ｔ2及びＴ3は基本的に口金構造によって調整することができる。次に、得られたハ
ニカム成形体について、乾燥を行うことが好ましい。以下、乾燥後のハニカム成形体を「
ハニカム乾燥体」と称することがある。ハニカム成形体（又は、ハニカム乾燥体）の中心
軸方向長さが、所望の長さではない場合は、ハニカム成形体の両底部を切断して所望の長
さとすることができる。
【００９７】
　次に、電極部を形成するための電極部形成原料を調合する。電極部の主成分を、炭化珪
素及び金属珪素とする場合、電極部形成原料は、炭化珪素粉末及び金属珪素粉末に、所定
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の添加物を添加し、混練して形成することが好ましい。次に、得られた電極部形成原料を
、乾燥させたハニカム成形体（ハニカム乾燥体）の側面に塗布し、電極部原料付きハニカ
ム成形体を得る。電極部形成原料を調合する方法、及び電極部形成原料をハニカム成形体
に塗布する方法については、公知のハニカム構造体の製造方法に準じて行うことができる
が、電極部をハニカム構造部に比べて低い電気抵抗率にするために、ハニカム構造部より
も金属珪素の含有比率を高めたり、金属珪素粒子の粒径を小さくしたりすることができる
。
【００９８】
　ハニカム構造体の製造方法の変更例１として、Ａ１工程において、電極部形成原料を塗
布する前に、ハニカム成形体を一旦焼成してもよい。すなわち、変更例１では、ハニカム
成形体を焼成してハニカム焼成体を作製し、当該ハニカム焼成体に、電極部形成原料を塗
布して、電極部原料付きハニカム成形体の代わりに電極部原料付きハニカム焼成体を得る
。
【００９９】
　Ａ２工程は、電極部原料付きハニカム成形体の側面に、当該側面に開口するスリットを
形成する工程である。スリットは、リューター等を使用して形成することが好ましい。ス
リットは、電極部原料付きハニカム成形体の側面に開口するように形成する。電極部原料
付きハニカム成形体に形成するスリットとしては、これまでに説明した本発明のハニカム
構造体に形成されるスリットの好ましい態様と同様のスリットが好ましい。例えば、電極
部原料付きハニカム成形体に、図１に示されるハニカム構造体１００に形成されるスリッ
ト６と同様のスリットを形成することが好ましい。
【０１００】
　Ａ３工程は、電極部原料付きハニカム成形体を焼成して、ハニカム焼成体を得る工程で
ある。焼成を行う前に、電極部原料付きハニカム成形体を乾燥してもよい。また、焼成の
前に、充填材用原料中のバインダ等を除去するため、仮焼成を行ってもよい。焼成条件と
しては、窒素、アルゴン等の不活性雰囲気において、１４００～１５００℃で、１～２０
時間加熱することが好ましい。また、焼成後、耐久性向上のために、１２００～１３５０
℃で、１～１０時間、酸化処理を行うことが好ましい。仮焼成及び焼成の方法は特に限定
されず、電気炉、ガス炉等を用いて焼成することができる。
【０１０１】
　Ａ４工程は、ハニカム焼成体に形成されたスリットに、充填材用原料を充填する工程で
ある。Ａ４工程は必須ではないが、充填材をスリットに充填する場合に必要な工程である
。Ａ４工程では、まず、充填材用原料を調製する。充填材用原料は、これまでに説明した
本発明のハニカム構造体における充填材を作製するための原料である。例えば、充填材用
原料は、骨材、ネック材、バインダ、界面活性剤、造孔材、水等を混合して得られた混合
物を混練して得ることができる。充填材用原料は、スラリー状のものであることが好まし
い。充填材用原料に含まれる骨材及びネック材は、これまでに説明した本発明のハニカム
構造体における充填材の好ましい態様と同様のものであることが好ましい。
【０１０２】
　充填材用原料中の骨材の含有比率、及び充填材用原料中のネック材の含有比率は、本発
明のハニカム構造体における充填材の好ましい態様と同様のものであることが好ましい。
骨材の含有比率及びネック材の含有比率は、充填材用原料を調製する段階で、適宜、好ま
しい数値範囲となるように調節することができる。骨材の平均粒子径についても、本発明
のハニカム構造体における充填材の好ましい態様と同様のものであることが好ましく、充
填材用原料を調製する際、好ましい平均粒子径の骨材を選択して使用することができる。
【０１０３】
　充填材用原料に用いるバインダとしては、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、ヒドロキシプロポキシルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カル
ボキシメチルセルロース、ポリビニルアルコール、グリセリン等を挙げることができる。
これらの中でも、メチルセルロースとヒドロキシプロポキシルセルロースとを併用するこ
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とが好ましい。バインダの含有量は、骨材及びネック材の合計質量を１００質量部とした
ときに、０～２５質量部であることが好ましい。
【０１０４】
　水の含有量は、骨材及びネック材の合計質量を１００質量部としたときに、１５～７５
質量部であることが好ましい。
【０１０５】
　充填材用原料に用いる界面活性剤としては、エチレングリコール、デキストリン、脂肪
酸石鹸、ポリアルコール等を用いることができる。これらは、１種単独で使用してもよい
し、２種以上を組み合わせて使用してもよい。界面活性剤の含有量は、骨材及びネック材
の合計質量を１００質量部としたときに、０～１５質量部であることが好ましい。
【０１０６】
　充填材用原料に用いる造孔材としては、焼成後に気孔となるものであれば特に限定され
るものではなく、例えば、グラファイト、澱粉、発泡樹脂、吸水性樹脂、シリカゲル等を
挙げることができる。造孔材の含有量は、骨材及びネック材の合計質量を１００質量部と
したときに、０～８５質量部であることが好ましい。造孔材の平均粒子径は、３～１５０
μｍであることが好ましい。３μｍより小さいと、気孔を十分形成できないことがある。
１５０μｍより大きいと、大気孔ができやすくなり、強度低下を起こすことがある。造孔
材の平均粒子径はレーザー回折法で粒度の頻度分布を測定したときの、体積基準による算
術平均径を指す。
【０１０７】
　電極部原料付きハニカム成形体に形成したスリットに、充填材用原料を充填する方法に
ついては特に制限はないが、シリンジ等を用いて、充填材用原料をスリットに充填する方
法を挙げることができる。このような方法によれば、スリット内に充填材用原料を均等に
充填することができる。勿論、充填材用原料を、箆（へら）等を用いてスリット内に充填
してもよい。
【０１０８】
　充填材用原料充填済みハニカム構造体に対して、熱処理を行うことで、充填材を均一化
することができる。熱処理条件は例えば、大気雰囲気にて、５０～１００℃の温度で２～
１２時間とすることができる。
【実施例】
【０１０９】
　以下、本発明及びその利点をより良く理解するための実施例を例示するが、本発明は実
施例に限定されるものではない。
【０１１０】
＜実施例１＞
（１）ハニカム構造体の作製
　炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属珪素（Ｓｉ）粉末とを８０：２０の質量割合で混合して
セラミック原料を調製した。そして、セラミック原料に、バインダとしてヒドロキシプロ
ピルメチルセルロース、造孔材として吸水性樹脂を添加すると共に、水を添加して成形原
料とした。そして、成形原料を真空土練機により混練し、円柱状の坏土を作製した。バイ
ンダの含有量は炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属珪素（Ｓｉ）粉末の合計を１００質量部と
したときに７質量部とした。造孔材の含有量は炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属珪素（Ｓｉ
）粉末の合計を１００質量部としたときに３質量部とした。水の含有量は炭化珪素（Ｓｉ
Ｃ）粉末と金属珪素（Ｓｉ）粉末の合計を１００質量部としたときに４２質量部とした。
炭化珪素粉末の平均粒子径は２０μｍであり、金属珪素粉末の平均粒子径は６μｍであっ
た。また、造孔材の平均粒子径は２０μｍであった。炭化珪素、金属珪素及び造孔材の平
均粒子径は、レーザー回折法で粒度の頻度分布を測定したときの、体積基準による算術平
均径を指す。
【０１１１】
　得られた円柱状の坏土を押出成形機を用いて成形し、各セルの断面形状が正六角形の柱
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状のハニカム成形体を得た。押出成形においては、ハニカム構造体のＴ1、Ｔ2、及びＴ3

、更には中央部の開口率／外周部の開口率＝開口率比が表１に示す値となる構造の口金を
使用した。
【０１１２】
　得られたハニカム成形体を高周波誘電加熱乾燥した後、熱風乾燥機を用いて１２０℃で
２時間乾燥し、両底面を所定量切断して、ハニカム乾燥体を作製した。
【０１１３】
　次に、炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属珪素（Ｓｉ）粉末とを６０：４０の質量割合で混
合し、これに、バインダとしてヒドロキシプロピルメチルセルロース、保湿剤としてグリ
セリン、分散剤として界面活性剤を添加すると共に、水を添加して、混合した。混合物を
縦型の撹拌機で混練して電極部形成原料とした。バインダの含有量は炭化珪素（ＳｉＣ）
粉末と金属珪素（Ｓｉ）粉末の合計を１００質量部としたときに０．５質量部であり、グ
リセリンの含有量は炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属珪素（Ｓｉ）粉末の合計を１００質量
部としたときに１０質量部であり、界面活性剤の含有量は炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属
珪素（Ｓｉ）粉末の合計を１００質量部としたときに０．３質量部であり、水の含有量は
炭化珪素（ＳｉＣ）粉末と金属珪素（Ｓｉ）粉末の合計を１００質量部としたときに４２
質量部であった。炭化珪素粉末の平均粒子径は１０μｍであり、金属珪素粉末の平均粒子
径は６μｍであった。炭化珪素及び金属珪素の平均粒子径は、レーザー回折法で粒度の頻
度分布を測定したときの、体積基準による算術平均径を指す。 
【０１１４】
　次に、電極部形成原料を、ハニカム乾燥体の側面（外周側壁の外面）に、厚みが０．１
５ｍｍ、「セルの流路方向に直交する断面において中心角の０．５倍が５０°」になるよ
うにして、柱状ハニカム乾燥体の両底面間の全長に亘って帯状に２箇所塗布した。２箇所
の電極部形成原料塗布部は、ハニカム乾燥体の中心軸を挟んで互いに反対側の位置関係と
なるように配置した。
【０１１５】
　次に、ハニカム乾燥体に塗布した電極部形成原料を乾燥させて、未焼成電極部付きハニ
カム乾燥体を得た。乾燥温度は、７０℃とした。
【０１１６】
　次に、未焼成電極部付きハニカム乾燥体に対して、図８に示されるように、電極部２１
が配設されていない対向する２箇所の外周側壁の外面上にセルの流路方向に一方の底面か
ら他方の底面まで延びた開口を有し、ハニカム乾燥体の中心軸に向かう方向の深さを有す
るスリットをそれぞれ３本ずつ、合計６本形成した。スリットは、リューターを用いて形
成した。次に、スリットを形成した未焼成電極部付きハニカム乾燥体を、脱脂（仮焼成）
し、焼成し、更に酸化処理してハニカム構造体を得た。脱脂の条件は、酸化雰囲気下、５
５０℃、３時間とした。焼成の条件は、アルゴン雰囲気下、１４５０℃、２時間とした。
酸化処理の条件は、酸化雰囲気下、１３００℃、１時間とした。
【０１１７】
（２）得られたハニカム構造体の仕様
　得られたハニカム構造体は、底面が直径９３ｍｍの円形であり、セルの流路方向におけ
る長さが７５ｍｍである略円筒形状を有していた。
　セルの流路方向に直交する断面における、セルの形状は、正六角形であった。
　セルピッチは、１．１１ｍｍであった。セルピッチは、隣接する平行な隔壁（正六角形
の向かい合う２つの辺、を構成する隔壁）の、厚み（隔壁厚み）方向における中央部分間
の距離である。尚、隔壁の厚み方向における中央部分は、隔壁の厚み方向における中央の
位置である。
　外周側壁の平均厚みＴ1は０．３５ｍｍであった。
　各スリットの内面に隣接する複数のセルをそれぞれ１番目のセルとして、スリットの内
面から近い順に１番目から３番目までのセルを区画形成する隔壁部分の厚みＴ2はいずれ
の隔壁においても０．１５ｍｍであった。



(22) JP 6830018 B2 2021.2.17

10

20

30

40

50

　セルの流路方向に直交する断面において、各スリットの内面に隣接する複数のセルをそ
れぞれ１番目のセルとして、何れのスリットの内面から数えても１０番目より遠くにある
セルを区画形成する隔壁部分の厚みＴ3はいずれの隔壁においても０．２０ｍｍであった
。
　各スリットの深さは、３ｍｍであった。スリットの開口幅は、１ｍｍであった。隣接す
る３本のスリット間の角度は３０°であった。電極部２１と「最短距離スリット」との距
離Ｄは１ｍｍであった。
　ハニカム構造体の中央部の開口率は７１．８％であり、外周部の開口率は７５．８％で
あった。よって、外周部の開口率に対する中央部の開口率の比の値（中央部の開口率／外
周部の開口率＝開口率比）は０．９５であった。「開口率」は、セルの流路方向に直交す
る断面において、セルの面積を、隔壁とセルの面積の合計で除して得られた値（セル面積
合計／（セル面積合計＋隔壁面積合計））を、百分率で表した値を示す。
　ハニカム構造体の、２つの電極部の、セルの流路方向に直交する断面における中心角の
０．５倍は、５０°であった。また、２つの電極部の厚みは、いずれも０．１５ｍｍであ
った。電極部の電気抵抗率は、１．３Ωｃｍであった。
　セルの流路方向に直交する断面において、スリットと、「一対の電極部のそれぞれの中
央部同士を結んだ直線」（中心線）とは、交差していなかった。
　得られたハニカム構造体の隔壁の平均細孔径（気孔径）は８．６μｍであり、気孔率は
４５％であった。平均細孔径および気孔率は、水銀ポロシメータにより測定した値である
。
　ハニカム構造体のアイソスタティック強度は２．５ＭＰａであった。アイソスタティッ
ク強度は水中で静水圧をかけて測定した破壊強度である。
【０１１８】
（３）得られたハニカム構造体の耐熱衝撃性
　得られたハニカム構造体について、以下に示す方法で耐熱衝撃性を評価した。「ハニカ
ム構造体を収納する金属ケースと、当該金属ケース内に加熱ガスを供給することができる
プロパンガスバーナーと、を備えたプロパンガスバーナー試験機」を用いてハニカム構造
体の加熱冷却試験を実施した。上記加熱ガスは、ガスバーナー（プロパンガスバーナー）
でプロパンガスを燃焼させることにより発生する燃焼ガスとした。そして、上記加熱冷却
試験によって、ハニカム構造体にクラックが発生するか否かを確認することにより、耐熱
衝撃性を評価した。具体的には、まず、プロパンガスバーナー試験機の金属ケースに、得
られたハニカム構造体を収納（キャニング）した。そして、金属ケース内に、プロパンガ
スバーナーにより加熱されたガス（燃焼ガス）を供給し、ハニカム構造体内を通過するよ
うにした。金属ケースに流入する加熱ガスの温度条件（入口ガス温度条件）を以下のよう
にした。まず、５分で９５０℃まで昇温し、９５０℃で１０分間保持し、その後、５分で
１００℃まで冷却し、１００℃で１０分間保持した。このような昇温、保持、冷却、保持
の一連のサイクルを５００回繰り返した。その後、ハニカム構造体の両底面及び側面にク
ラックが発生していないかどうかを確認した。クラックが確認されなかった場合、耐熱衝
撃性試験合格（Ａ評価）とし、クラックが確認された場合、耐熱衝撃性試験不合格とする
。耐熱衝撃性試験に合格したハニカム構造体については更に上記の冷熱操作を繰り返した
。最初のサイクルから１０００回以上操作を繰り返してもクラックが確認されなかった場
合をＡＡ評価とし、最初のサイクルから２０００回以上操作を繰り返してもクラックが確
認されなかった場合をＡＡＡ評価とし、最初のサイクルから３０００回以上操作を繰り返
してもクラックが確認されなかった場合をＡＡＡＡ評価とした。結果を表１に示す。
【０１１９】
＜実施例２～９（但し、実施例３～５、７及び８は参考例）、比較例１～５＞
　押出成形時の口金構造を変更することで、Ｔ1、Ｔ2、及びＴ3、更には開口率比を試験
番号に応じて表１に示すように変更した以外は、実施例１と同様にしてハニカム構造体を
作製した。作製した各ハニカム構造体に対して、実施例１の場合と同様にして、耐熱衝撃
性試験を行った。結果を表１に示す。
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＜実施例１０＞
　充填材用原料を調製した。まず、シリカからなるネック材と、炭化珪素からなる骨材、
コージェライトからなる骨材を混合した。以下、炭化珪素からなる骨材を、「ＳｉＣ骨材
」ということがある。コージェライトからなる骨材を、「Ｃｄ骨材」ということがある。
ネック材とＳｉＣ骨材とＣｄ骨材とは、質量比が１２：６：８２（ネック材：ＳｉＣ骨材
：Ｃｄ骨材）となるように混合した。これに、バインダとしてヒドロキシプロピルメチル
セルロース、保湿剤としてグリセリン、分散剤として界面活性剤、造孔材を添加すると共
に、水を添加して、混合した。混合物を縦型の撹拌機で混練して充填材用原料とした。バ
インダの含有量は、ネック材とＳｉＣ骨材とＣｄ骨材の合計を１００質量部としたときに
、１．０質量部とした。グリセリンの含有量は、ネック材とＳｉＣ骨材とＣｄ骨材の合計
を１００質量部としたときに、４．０質量部とした。界面活性剤の含有量は、ネック材と
ＳｉＣ骨材とＣｄ骨材の合計を１００質量部としたときに、０．３質量部とした。造孔材
の含有量は、ネック材とＳｉＣ骨材とＣｄ骨材の合計を１００質量部としたときに、６．
７質量部とした。水の含有量は、ネック材とＳｉＣ骨材とＣｄ骨材の合計を１００質量部
としたときに、３４．５質量部とした。充填材用原料に用いたＳｉＣ骨材の平均粒子径は
、３μｍであった。充填材用原料に用いたＣｄ骨材の平均粒子径は、８μｍであった。Ｓ
ｉＣ骨材及びＣｄ骨材の平均粒子径は、レーザー回折法で粒度の頻度分布を測定したとき
の、体積基準による算術平均径を指す。
【０１２１】
　次に、得られた充填材用原料を、実施例１と同様の手順で作製したハニカム構造体のス
リット内に充填して、充填材用原料充填済みハニカム構造体を得た。充填材用原料を充填
する際には、充填材用原料をシリンジ内に導入し、このシリンジを用いて、スリット内に
充填（注入）した。充填材用原料は、６本のスリットの全てに充填した。充填材用原料の
充填量は、スリット容積と同等とした。
【０１２２】
　次に、得られた充填材用原料充填済みハニカム構造体を、１２２５℃の温度で熱処理し
た。熱処理は、大気雰囲気にて行った。熱処理の時間は、１時間とした。このようにして
、実施例１０のハニカム構造体を作製した。作製したハニカム構造体に対して実施例１の
場合と同様にして、耐熱衝撃性試験を行った。結果を表１に示す。
【０１２３】
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【表１】

【０１２４】
＜考察＞
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　実施例１～９においてはＴ1とＴ2の比が適切であったことから、比較例１～５に比べて
耐熱衝撃性が向上したことが分かる。更に、Ｔ1とＴ2の比が好適化された実施例１、９及
び１０においては、更に耐熱衝撃性が向上した。実施例１と実施例９を比較すると、実施
例９のほうが、開口率比が好適化されていたことで、耐熱衝撃性が優れていた。実施例１
と実施例１０を比較すると、実施例１０ではスリットに充填材を充填したことで、耐熱衝
撃性が向上した。なお、比較例において、底面に発生したクラックはすべてスリット最深
部近傍を起点としたものであった。
【符号の説明】
【０１２５】
１：隔壁、２：セル、３：外周側壁、４：ハニカム構造部、５：外周側壁の外面、６：ス
リット、６ａ：最短距離スリット、７：充填材、８：スリット、１１：第一底面（底面）
、１２：第二底面（底面）、２１：電極部、１００，１２０，１３０，１４０，１５０，
１６０，１７０，１９０，２００：ハニカム構造体、Ｏ：中心、Ｃ：（電極部の）周方向
中央部、Ｌ：中心線、Ｌ１，Ｌ２：線分、α：中心角、β：角度、θ：中心角の０．５倍
の角度、Ａ，Ｂ：領域、Ｄ：距離、Ｐ：交点、ＳＡ：スリット角度、ＨＬ：半直線

【図１】

【図２】

【図３】

【図４－１】
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